一般建造物をまちなみに調和させていく工事
一般建造物とは、概ね昭和21年以降に建築された建築物と、門、塀等の工作物を指します。

助成対象となるのはまちなみの連続性があると認められる建築物のファサード部分（道路に面する部分）、または工作物に限ります。

建築物

下記の3種類について助成を行います。

	5．一般建築物の新築、外観改修で、町家様式や蔵等の昔ながらの姿（瓦屋根、黒漆喰壁、木製格子、木製調引き戸）の建築物を創出する場合
	助成限度額
　150万円

	6．一般建築物に木製格子を新設する場合
	助成限度額
　 50万円

	7．一般建築物と一体となった自動車車庫開口部に木材及び木製調　　格子の引き戸を新設する場合
	助成限度額
　 50万円


工作物

下記の2種類について助成を行います。

	8．木や漆喰等の伝統的素材を用いて仕上げた和風門、和風壁を新設する場合
	助成限度額
　 50万円

	9．駐車場出入口に木材及び木製調格子の引き戸を新設する場合
	助成限度額
　 50万円


本基準のほか、各部位の修景工事にはそれぞれ個別限度額が設定されています。
詳細については、（財）岐阜市にぎわいまち公社までお問い合わせください。
